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第１４章     ドーピングの禁止 
 

 

 

第２３２条〔ドーピングの禁止〕 

① 本協会は選手の健康を保持するとともに、試合の公平な実施を確保するため、ドー

ピングを禁止し、ドーピング検査を実施する。 

② ドーピングに関する事項は、理事会が別途制定するドーピングの防止に関する規程

の定めるところによる。 

 

第２３３条〔財団法人日本アンチ・ドーピング機構（ＪＡＤＡ）〕 

本協会は、前条第１項のドーピング検査を実施するため、財団法人日本アンチ・ド

ーピング機構に加盟し、ドーピング検査を委託する。 

 


